
 　　　　　　　　　　　　 
 　　重要事項説明書

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（氷川町指定 第４３７２９０１０４３号）
	□新規

	□変更
変更内容：法人代表取締役変更
　　　　　介護報酬改定
　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　きずな
ケアプランセンター　絆
重要事項説明書
◎私たち（事業者）の概要は次のとおりです。
１：支援事業者の概要
	名　称・法　人　種　類
	株式会社　きずな

	代　表　者　氏　名
	代表取締役　井　戸　上　聖

	事業者所在地・連絡先
	熊本県八代郡氷川町野津859番地10
TEL：0965-62-8886


２：事業所の概要

（１）事業所名称及び事業所番号

	事　業　所　名
	　ケアプランセンター　絆

	事業所所在地・連絡先
	熊本県八代郡氷川町野津859番地１0
TEL　0965-62-8886　　ＦAX  0965-62-1188

	事　業　所　番　号
	４３７２９０１０４３

	管　理　者　の　氏　名
	井　戸　上　　徳美


（2）事業所の職員体制 

	　
職種
	職種
	常勤・非常勤の有無
	専従・兼務の別
	兼務する場合兼務する職種（他の資格）

	
	
	常勤
	非常勤
	専従
	兼務
	

	管理者
	井戸上　徳美
	　〇
	
	
	　〇
	主任介護支援専門員（看護師）

	介護支援専門員
	井戸上　徳美
	 ○
	
	　
	　〇
	管理者（看護師）

	介護支援専門員
	下田　由香
	　〇
	
	
	　〇
	訪問介護：訪問介護員
通所介護：生活相談員、介護職員
（介護福祉士）

	事務員
	地原　京子
	
	　〇
	
	　〇
	通所介護：事務
（看護師、介護支援専門員）


（３）事業の実施地域
	通常の事業の実施地域
	八代市、氷川町、宇城市。


＊上記以外の方でもご希望の方はご相談下さい。
（４）営業日
	営業日
	営業時間　８時３０分～１７時３０分

	
	営業日　　月～金曜日

	営業しない日
	土、日と祝日及び１２月３０日～１月３日


◎私たち（事業者）があなたに提供するサービスの概要は次のとおりです。
１　提供するサービスの内容

あなたに提供するサービスの内容は、居宅介護支援です。「居宅介護支援」とは、介護保険法に定める介護サービスを提供するに先立って、あなたの心身の状況を把握し、その結果とあなたの希望に基づいて、あなたができる限り自立した生活を送ることができるよう、介護サービスを提供するための計画（居宅サービス計画）を作成し、この計画に従って現実に適切かつ滞りなくサービスが提供できるよう、介護サービスを提供する事業者と連絡や調整をおこなうとともに、これらの経過を継続的に管理する業務をいいます。
具体的には、次にあげる業務を行います。
【業務の概要】
○（居宅サービス計画作成の支援）
（１）あなたのお宅を訪問し、あなたの心身の状態を適切な方法により調査し、解決す
べき課題を把握します。
（２）当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等
の情報を適正に利用者及びそのご家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めま
す。
 （３）調査した結果と、あなた自身やご家族様の希望を踏まえ、介護サービスを適切に提
供するための計画（居宅サービス計画）をお作りします。
（４）居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者による会議（以下「サ
　　ービス担当者会議」という）の開催、担当者へ照会等により、当該居宅サービス計画の内
容について、利用者及びご家族の同意を得て、主治の医師又は歯科医師の意見を求め、居
宅サービス計画書を作成いたします。意見を求めた主治の医師等に、居宅サービス計画書
を提出させて頂きます。
（５）居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等の種類、内容、利用料金等について
利用者及びそのご家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
○（経過観察・再評価）
（1） 利用者及びご家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
（２）居宅サービス計画書の目標に沿ってサービスが提供されます様に、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
（３）介護サービスの提供の状況や、あなたの心身の状態やについて定期的に再評価を行い、状態の変化に応じて居宅介護サービス計画書の変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応を致します。
○（入院時の支援）

事業者は、利用者が病院又は診療所等に入院場合、利用者及びご家族の同意の上にて必要な情報を提供いたします。（担当ケアマネージャの氏名をお伝えいただけます様にお願いいたします）
○（施設入所への支援）
事業者は、利用者が介護保険施設への入院又は、入所を希望された場合、利用者に介
護保険施設の紹介その他の支援を行います。
○（居宅サービス計画の変更）
利用者が居宅サービス計画の変更を希望された場合、又は事業者が居宅サービス計画
の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意を持ち居宅計画書を変更
致します。
○（給付管理）

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、当該国民健康保険団体連合会に提出します。
○（要介護認定等の申請に係る援助）

１：事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申
請を円滑に行えるよう利用者を援助致します。
２：事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行
います。
○（その他）
 　私たちのみならず、介護サービスを提供する事業者についての相談・苦情の窓口とな
り、問題を解決します。
なお、居宅介護支援をあなたに提供するにあたっては、次の事項を守ります。
【業務取り扱い方針】

（1） あなたの心身の状態やご家族様の環境を踏まえ、あなた自身の選択に基づいて、適
切な介護サービスが様々な事業者から総合的・効率的に提供されるように努力致します。また、医療との連携を図ってまいります。

（２） 居宅介護支援の提供にあたっては、あなたの意思と人格を尊重することにより、常に利用者の立場に立つと共に、提供されるサービスが特定の事業者に偏ることなく、公正中立を原則といたします。

（３） 居宅介護支援は、あなたの心身の状態がよりよくなるようにする（軽減の観点）、悪化しないようにする（悪化防止の観点）ために提供致します。

（４） 私たちは、居宅介護支援があなたの生活の全体的な支援となるよう、居宅サービス計画作成後も、あなたやあなたの家族、サービスを提供する事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握すると共に、あなたの心身の状況の変化に応じて臨機応変に居宅サービス計画の見直しを行うこととします。

（５） あなたからサービス計画の実施状況、その他の説明を受けたいとの申し出があれば、随時ご返答いたします。

（６） 私たちは、居宅介護支援の提供に際しては常に真摯な態度で臨み、あなたからの相談や苦情について事業を実施する上での糧として真剣に受け止め、常に事業者として資質の向上に努めます。
２ 担当の介護支援専門員
あなたを担当する介護支援専門員は次の者です。
介護支援専門員 ：　　　　　　　　ですが、やむを得ない事由で変更する場合は、事前にご連絡致します。　　　
　　　　　　　　　　
３　提供する居宅介護支援サービスの内容・提供方法

（１）居宅介護サービス計画書（ケアプラン）の作成

（２）要介護等認定の申請代行

（３）サービス事業者等との連絡調整

（４）介護保険施設への紹介

（５）給付管理業務

（６）地域包括センターから委託を受けた予防給付対象者（要支援１・２）の方の介護予防サービス計画作成等を行います、又障害福祉制度の相談員との密接な連携を行います。
　（７）その他
運営基準や加算の要件等において実施が求められる各種会議（利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く）について、感染防止等や多職種連携の促進の観点から、利用者が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用して実施するものとします。
　　　また、利用者等が参加して実施するものについても、必要と判断した場合、上記に加えて、テレビ電話等を活用して実施する場合があります。
４ 利用者負担金
要介護者又は要支援認定を受けられた方は、居宅介護支援サービスを受けられるにあたっての利用者負担金はありません。ただし、保険料の滞納等により保険給付金が事業者に支払われない場合、要介護度に応じて下記の金額をいただき、事業者からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を保険者に提出しますと、払い戻しを受けられます。
	介護度
	介護報酬（単位）/月
	　金額（10割）　/月

	要介護１・２ 
	１，０８６　単位
	　１０、８６０円

	要介護３・４・５ 
	１，４１１　単位
	　１４、１１０円 


※月額表記になります。


（２）交通費
２の（３）の事業の実施地域にお住まいの方は、無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は交通費の実費が必要となります。
（実施地域を超えた所からお住まいまでの距離で計算します。（１㎞　３７円）
（2） 加算・減算（介護報酬単位）
　　
	加算・減算
	介護報酬（単位）
	金額（１０割）

	初回加算
	　３００　単位/月
	　３，０００　円/月

	特定事業所加算
	
	

	イ　特定事業所加算（Ⅰ）
	　５１９　単位/月
	　５，１９０　円/月

	　　　　　　ロ　特定事業所加算（Ⅱ）
	　４２１　単位/月
	　４，２１０　円/月

	　　　　　　ハ　特定事業所加算（Ⅲ）
	　３２３　単位/月
	　３，２３０　円/月

	　　　　　　ニ　特定事業所加算（A）
	　１１４　単位/月
	　１，１４０　円/月

	特定事業所医療介護連携加算
	　１２５　単位/月
	　　　５００　円/月

	入院時情報連携加算（Ⅰ）
	　２５０　単位/月
	　２，５００　円/月

	　　　　　　　　　（Ⅱ）
	　２００　単位/月
	２，０００　円/月

	退院・退所加算
	
	

	（1）イ、1回（カンファレンス以外の方法により実施）
	　４５０　単位/月
	　４，５００　円/月　

	（1）ロ、1回（カンファレンスにより実施）
	　６００　単位/月
	　６，０００　円/月

	（Ⅱ）イ、2回以上（カンファレンス以外の方法で実施）
	　６００　単位/月
	　６，０００　円/月　

	（Ⅱ）ロ、2回（うち1回はカンファレンスを実施）
	　７５０　単位/月
	　７，５００　円/月

	（Ⅲ）、2回以上（うち1回はカンファレンスを実施）
	　９００　単位/月
	　９，０００　円/月

	通院時情報連携加算
	　　５０　単位/月
	　　　５００　円/月

	緊急時等居宅カンファレンス加算
	　２００　単位/月
	　２，０００　円/月

	ターミナルケアマネジメント加算
	　４００　単位/月
	　４，０００　円/月



＊加算・減算により月額の金額が変わります。その際は、その都度御説明致します
〈加算の条件〉
（1） 初回加算については、次に掲げるいずれかに該当している場合に、初回の居宅介護支援費に加算します。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当した場合には加算しません。
1 新規に居宅サービス計画を作成する場合
2 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
3 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
（2） 特定事業所加算及び特定事業所医療介護連携加算については、本事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に加算します。
（3） 入院時情報連携加算については、利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、1月に1回限度として加算します。
Ⅰの算定の場合、利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
Ⅱの算定の場合、利用者が入院した日の翌日又は翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合
（4） 退院・退所加算については、退院・退所後の福祉用具の貸与が見込まれる場合には、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等参加し、その回数等で加算します。
（5） 通院時情報連携加算については、利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の口腔衛生の状況、心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合に加算します。
（6） 緊急時等居宅カンファレンス加算については、病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合は、1月に2回を限度とし加算します
（7） ターミナルケアマネジメント加算については、在宅で死亡した利用者に対して、終末期医療やケア方針に関する利用者又はその家族の意向を把握した上で、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき加算します。
〈減算の条件〉
（1） 運営基準減算
本事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、運営基準減算として、介護保険基本報酬の50％に相当する単位を基本料金から減算します。
また、運営基準減算が2月以上継続している場合は、料金はいただきません。
（2） 特定事業所集中減算
本事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、特定事業所集中減算として1月につき　　　　円を介護保険基本報酬から減算します。
（3） 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20名以上に居宅支援を行う場合。
（4） 高齢者虐待防止措置未実施減算
虐待の発生又はその再発を防止するための措置を行っていない場合。
（5） 業務継続計画未策定減算（＊令和７年3月31日までは適用なし）
感染症若しくは災害のいずれか又は療法の業務継続計画が未定の場合。
（その他）
　　　ア　次の要件を満たした上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングが可能になりました。
（1） 利用者の同意を得ること。
（2） サービス担当者会議で、次の事項について、主治医、担当者その他の関係者の同意を得ていること。
ⅰ）利用者の状態が安定していること。　　　　　　　　　　　　　　　　　ⅱ）利用者がテレビ電話装置等で意思疎通ができること（家族のサポートあ　　　る場合も含む）
ⅲ）テレビ電話装置等では収集できない情報については、他のサービス事業所との連携により、情報を収集すること。

（3） 少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問すること。
　　イ　管理者が兼務できる事業所範囲として、同一敷地内にある事業所ではなくてもよくなりました（管理者業務に支障がない場合に限る）。
　　ウ　原則、利用者（要支援の場合は３分の１にして計算します）が44人（ケアプランデータ連携システムを活用し、事務員を配置している場合は49人）又はその端数を増すごとに介護支援専門員を1人配置することになりました。
　　エ　事業所の運営規定の概要など重要な情報が、インターネット上で閲覧できるようになりました（令和7年3月31日までの経過措置期間があります）。
５　サービスの利用にあたってご注意いただきたいこと 

（1） 私たちの作成した計画にないサービスを利用する場合や、計画に盛り込んだサービスを利用しない場合は、あなたの負担額が変わることがありますので、できるだけ早めにご連絡ください。 
６　緊急時の対応

サービス提供に当たり事故、体調の急変が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、緊急機関等に連絡いたします。

	医療機関
	主治医の氏名
	連絡先

	緊急連絡先
	氏名
	連絡先


7　苦情相談窓口
	当時事業所お客様相談窓口


	窓口責任者：井戸上　徳美
ご利用時間：8：30～17：30（月～金、祝日及び12/30～1/3除く）
ご利用方法：０９６５－６２－８８８６
面接　　　：当事業所面談室内

	氷川町役場

	福祉課
〒869-4814　八代郡氷川町島地642

TEL:0965-52-5852　FAX:0965-52-3939（平日、祝日除く）

	県南広域本部
八代地域振興局
	福祉課
〒866-8555　八代市西片町1660
TEL:0965-33-8756　FAX:0965-33-3405（平日、祝日除く）

	国民健康保険団体連合会　利用者苦情相談窓口
	熊本県国民健康保険団体連合会　（介護サービス苦情相談窓口）
〒８６２－０９１１　　熊本市健軍１丁目１８番７号
月曜日～金曜日/9：00～17：00

TEL：０９６－２１４－１１０１　FAX　０９６－２１４－１１０５

	介護保険制度全般に係る　不服申し立て
	熊本県庁　介護保険審査会
〒８６２－８５７０　熊本市水前寺6丁目１８－１

TEL：０９６－３８３－１１１１（代表）


８　その他運営に関する事項
（1） 感染症対策に関する事項　
　 事業者は、感染症の予防及びまん延防止のために次に掲げるとおり必要な措　置を講じます。
1 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底する。
2 感染症の予防及びまん延の防止の指針を整備しています。
3 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施しています。
（2） 業務継続計画に関する事項
感染症や非常災害発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提供を継続するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」）を策定するとともに必要な措置を行います。
1 業務継続計画についての周知をするとともに研修及び訓練を実施しています。
2 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
（3） 虐待防止に関する事項
利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について周知徹底を図っていきます。
2 高齢者虐待防止のための指針を整備しています。
3 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。
（4） ハラスメントに関する事項
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であった業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が外されることを防止するための方針の明確化等必要な措置を行います。

（５）本重要事項説明書に基づく軽微な変更等は【重要事項説明書変更確認書】にて取り交わしをすることとします。
居宅介護支援重要事項説明についての説明を受け、ここに同意します。
本重要事項説明書をそれぞれ2部作成し、利用者及び事業者記名押印のうえ1部ずつを保有します。 
　　令和　　　　年 　　　月 　　　日

事業者　　　　　　　住所：　　　　　　熊本県八代郡氷川町野津８５９番１０　　

事業所者 ：　　　　　株式会社　きずな　　　　　　　　　　

代表者名：　　　代表取締役　井戸上　　聖　　　　　　　印　

事業所　　　　　　　事業所名 ：　　　ケアプランセンター　　絆　　　　　　　　

説明者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

私は、本書面に基づいて、重要事項説明書について説明交付を受けました。
　　　
（利用者）ご住所                          　 　     　　　

お名前                                    　　    　印　 
（代理人）ご住所                         　　         　　

お名前 （続柄）                      　 　　　       　印　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　2024.4　株式会社　きずな（居宅）

